
 
 
 
 
 
 

 

                             校長 古川 里江 
 ４月１９日（土）の学校公開や引き渡し訓練への御参加ありがとうございました。子供

たちの頑張りと保護者の皆様の御理解・御協力により、大変落ち着いた令和７年度のスタ

ートとなっています。ありがとうございます。この５月号では、学校公開の折に御説明し

た、本年度の教育活動の概要について、お伝えします。  

 

    ＜第４次浜松市教育総合計画前期（令和７年度～令和１１年度）＞ 
 今年度は、「第４次浜松市教育総合計画前期」の初年度となります。本計画では『描く

夢や未来の実現』を基本理念とし、「主体性」「多様性・包摂性」「信頼・協働」がキー

ワードとして掲げられています。予測困難な時代においても、子供や子供の成長を支える

すべての人々が、それぞれの「夢や未来」を描き、その実現に向けて自ら行動していくこ

とで、それぞれの「ウェルビーイング」を向上させられるよう、『描く夢や未来の実現』

を基盤にした学校経営を目指します。 

 

＜学校教育目標＞ よく考え たくましく行動する海の子 

＜合言葉＞ ・さわやか さわやかな挨拶と誠実な態度 人格の形成  

   ・かんどう かんどうを生む豊かな学び  確かな学力の育成  

   ・なかま  なかまへの信頼と思いやり  他者への理解と共生  

 

＜学校経営目標＞ 

児童にとって 【明日もがんばろうと思える夢のある学校を目指して】  

職員にとって 【やりがいをもって頑張る職員集団を目指して】 

保護者にとって【子供を通わせたくなる魅力ある学校を目指して】  

地域にとって 【未来の跡継ぎを目指す地域の核となる学校を目指して】  

 

 

【明日もがんばろうと思える夢のある学校を目指して】 

  「目が輝く 行事への取り組み」 

・運動会  ・舞小フェスティバル  ・林間学校  ・修学旅行 

・校外学習 ・委員会イベント 

  「地域を学ぶ体験的な学習」 

   ・磯遊び（１年）   ・町探検（２年）   ・湖上見学（３年） 

・地域の施設（４年） ・環境教育（５年）  ・地域の歴史（６年） 

  「教科担任制（高学年を中心に）」 

   ・授業によって教員がかわる機会を増やしていきます 

   ・専門性が高い授業を目指します 

   ・多くの教員が見守り子供たちを育てていきます 

  「基本的な学習習慣の定着」 「道徳的実践力の育成」 

「規範意識の育成」     「自己肯定感を高め将来への希望や夢をもたせる」 

 

浜松市立舞阪小学校  

                                 学校だより  

                   令和７年４月３０日  

 

 令和７年度の教育活動について 



【やりがいを持って頑張る職員集団を目指して】 

  「子供たちに愛情をもって接します」 「授業力の向上を目指します」 

  「職員が力を合わせ、よりよい教育が提供できるよう努力します」  

  「子供と向き合う時間の確保のため、働き方改革に努めていきます」  

 

【子供を通わせたくなる魅力ある学校を目指して】 

  「温かい学級づくり」 

「相談の機会の充実」面談実施（年間を通してスクールカウンセラーの面談も実施） 

  「安心・安全な学校」・不審者対応 ・自然災害対応 ・熱中症対応 

            ・感染対策  ・安全、安心のための配慮 

  「学校教育活動の様子を伝える」・学校公開 ・学校だより ・ホームページ 

 

【未来の跡継ぎを育成する“地域の核となる学校”を目指して】 

  「舞歌小学校が始まって１５２年目」 

   これまでの舞阪小学校の歩みを知り、歴史ある舞阪小学校の一員であることに誇

りをもち、これからの舞阪小学校の生活をよくしていこうとする気持ちを高めてい

きます。 

  ・地域の自然、歴史、産業や文化及び人材等を積極的に取り入れた授業の実施 

  ・大地震による津波被害を想定とした防災教育の計画的な実践 

  ・学校運営協議会：強みも課題も共有する 

  ・こ保幼小中連絡会：こども園、保育園、幼稚園、小学校、中学校の連携 

  ・舞阪中学校区青少年健全育成会との連携 

 

＜舞阪小学校いじめ防止基本方針より＞ 

 〇 いじめは、「どの子供にも、どこでも起こりうること」「被害者にも加害者にもなりうること」「生命や

身体に重大な危険を及ぼす可能性があること」ということができます。 

〇 学校の役割：いじめの未然防止と早期発見に努め、適切に学校、地域、家庭と連携しながらお

子さんの「健やかな成長」を願って、『計画的』・『組織的』に支援・指導を行っています。 

〇 家庭の役割：「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護す

る児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他

の必要な指導を行うよう努めるものとする」（「いじめ防止対策推進法第９条第１項」より） 

〇 学校としては、いじめられた子はもちろんですが、いじめた子や周りの子供たちも含め全校児童の   

「健やかな成長」を願って支援・指導を行ってまいりますので、その時はぜひ御理解と御協力をお

願いします。 
 

お 知 ら せ 

スクールカウンセラーへの相談について  
今年度も、以下のように舞阪小学校にスクールカウンセラーが配置されました。  

 

 

 

 

お子さんだけでなく、保護者の皆様の悩みにも応じます。お子さんの

育ちに関して心配なこと、お子さんとの関わり方、保護者の皆様自身の

ことなど、何でも御相談ください。カウンセリングを希望される場合

は、学級担任または担当（養護教諭 野嶋）まで御連絡ください。  
 

 舞阪小：電話 ５９２－０１４４  

カウンセラー 氏 名： 森下 朋恵 （もりした ともえ） 
カウンセリング実施日時【１学期】  
５/８，５/２２，６/５，６/２６，７/１０，７/１７ （いずれも木曜日） 10:00～15:50 

 

 


